
 
 
笠松町議会議員の 
任期満了に伴う選挙日程 

　3月31日に任期満了となる町

議会議員の選挙を、次の日程で

執行する予定です。 

3月17日（火） 

3月22日（日） 

午前7時～午後8時 

c選挙管理委員会（総務課内） 

　蕁388‐1111 

 
笠松町議会議員選挙 
立候補予定者説明会 

　3月22日執行予定の町議会

議員選挙に立候補を予定して

いる方の説明会を開催します。 

2月6日（木） 

午後1時30分～ 

役場4階 大会議室 

c選挙管理委員会（総務課内） 

　蕁388‐1111 
 
農林業センサス 
　2月1日現在で、全国一斉に

「2020年農林業センサス」を実

施します。 

　2月末までに農林業を営んで

いる皆さんのところに調査員が

訪問して、調査票に農林業の経

営状況などの記入をお願いしま

すので、ご協力をお願いします。 

c企画課　蕁388‐1113

経済センサス‐基礎調査 
　すべての事業所・企業を対

象に「経済センサス‐基礎調査」

を3月末まで実施します。 

　対象には調査員が訪問しま

すので、ご協力をお願いします。 

c企画課　蕁388‐1113

岐阜基地 
航空機救難消防訓練 

　万が一の航空機事故発生

時の被害を最小限に止めるため、

法律で定められた訓練を行い

ます。訓練に伴い黒煙が発生

しますが、ご了承ください。 

3月12日（木） 

（予備日3月13日（金）） 

午前5時20分～8時30分 

岐阜基地内 

c航空自衛隊岐阜基地渉外室 

　蕁382‐1101（内線2271） 

全国一斉情報伝達訓練 
　地震や武力攻撃などの災害時に、

国から送られてくる緊急情報を、全

国瞬時警報システム（J‐アラート※）に

より皆さんにお伝えするための試験

を行います。 

　笠松町以外の地域でも、全国的に同様の情報伝達試験が実施さ

れます。この機会に災害発生時の行動を再確認するとともに、平常

時の備えなどについて家庭内で話し合いましょう。 

※J‐アラートとは、地震や武力攻撃などの緊急情報を、国から市区

町村へ人工衛星などを通じて瞬時に情報を伝達するシステムの

ことです。 

c総務課　蕁388‐1111

第７１号　令和元年度笠松町一般会計補正予算（専決第
２号）の専決処分の承認 

補正額 １,３３６,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ６,９８８,０２７,０００円 

［主な補正内容］ 
・松枝小学校校舎屋上庇側面の劣化が激しい部分

のモルタル撤去工事費用を増額 
第７２号　笠松町印鑑条例の一部を改正する条例 

成年被後見人の一律な権利制限が見直されたこと
により、印鑑の登録を受けることができない者として、条
例に規定されていた「成年被後見人」を「意思能力を
有しない者」に改正する所要の規定整備 

第７３号　笠松町議会の議員その他非常勤の職員の公務
災害補償等に関する条例の一部を改正する条
例 

報酬が日額以外の方法によって定められている職員
または報酬のない職員の補償基礎額について所要の
規定整備 

第７４号　笠松町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期
末手当に関する条例の一部を改正する条例 

第７５号　笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例 

令和元年の人事院勧告に基づく、一般職職員の給
与改定の内容を考慮し、議会議員と常勤の特別職職
員の期末手当の支給割合を０.０５月引上げる所要の規
定整備 

第７６号　笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例 

令和元年の人事院勧告に基づく一般職職員の給
与改定などに関する所要の規定整備 

【平成３１年４月１日適用】 
○給料表の増額改定 

民間給与と比較し、給料月額を平均０.１%増額改定 
○勤勉手当の支給割合の引上げ 

民間の支給割合に見合うよう、年間の支給割合を０.０５
月引上げ 

【令和２年４月１日適用】 
○給料表の増額改定 

勤勉手当の６月と１２月の支給割合を均等にする改正 
○住居手当の支給対象となる家賃額下限を４,０００円

引上げ（１２,０００円→１６,０００円）、手当額上限を１,０
００円引上げ 

第７７号　笠松町会計年度任用職員の給与及び費用弁償
に関する条例の一部を改正する条例 

令和元年の人事院勧告に基づく一般職職員の給
与改定に伴い、会計年度任用職員の給料表を改正す
る所要の規定整備 

第７８号　笠松町放課後児童クラブの設置及び運営に関
する条例の一部を改正する条例 

運営費の１/２相当を利用者負担とする国の基準や
近隣市町の状況をふまえ、利用料を改正する所要の
規定整備 

第７９号　笠松町放課後児童健全育成事業の設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部を改正す
る条例 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す
る基準の一部を改正する省令に伴い、従うべき基準に
より定めた放課後児童支援員の資格要件に関する所
要の規定整備 

第８０号　岐阜県市町村職員退職手当組合規約の変更に
関する協議 

構成団体である「中濃地域農業共済事務組合」、「東
濃農業共済事務組合」や「飛騨農業共済事務組合」

が脱退することに伴う所要の規定整備 
第８１号　岐阜地域児童発達支援センター組合規約の変

更に関する協議 
構成団体である八百津町が、脱退することに伴う所

要の規定整備 
第８２号　町道の路線認定 

中新町地内の宅地開発により設置された私有道路
の町道編入 

第８３号　令和元年度笠松町一般会計補正予算（第４号） 
補正額 ２８,１６８,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,０１６,１９５,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴い人件費を増額 
・自主防災会から防災備品整備事業費補助金（１/２補助）

活用の要望による補助金を増額 
・笠松中学校と姉妹校提携を締結しているイナラハン・ミ

ドル・スクールが来日することに伴いバス借上げ料など
費用を計上 

・カーブミラーなど緊急に対策が必要な箇所や交差点な
どを整備する費用を増額 

・幼児教育・保育の無償化における新制度未移行幼稚
園の利用者増加などに伴い、負担金を増額 

・下羽栗小学校の和式２基を多目的トイレへ改修工事す
る費用を計上 

・㈱光製作所からの指定寄附を光文庫整備基金に積
立てるため積立金を増額 

第８４号　令和元年度笠松町国民健康保険特別会計補正
予算（第３号） 

補正額 １,３１６,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ２,３５３,２７８,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴う人件費や国保連とのオ

ンライン資格確認などの実施に伴うシステム改修など
に要する費用を増額 

第８５号　令和元年度笠松町介護保険特別会計補正予算
（第３号） 

補正額 ２７４,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ２,００５,９７４,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴う人件費や羽島市・羽島

郡二町介護認定審査会における負担金を増額 
第８６号　令和元年度笠松町水道事業会計補正予算（第

２号） 
補正額 １７５,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ６６３,０８５,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴い人件費を増額 

第８７号　令和元年度笠松町下水道事業会計補正予算（第
３号） 

補正額 ９４,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ６６５,３３４,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴い人件費を増額 

第８８号　令和元年度笠松町一般会計補正予算（第５号） 
補正額 １１,８９３,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,０２８,０８８,０００円 

［主な補正内容］ 
・愛馬会、笠松町赤十字奉仕団下羽栗分団からの

指定寄附を社会福祉基金に積み立てるため積立
金を増額 

・松枝小学校校舎全面の補修工事を実施するため
委託料を計上 

第4回笠松町議会定例会議決結果（12月6日開会　12月18日閉会） 

試験日時 

放送内容 

伝達方法 

2月19日（水）　午前11時ごろ 

情報伝達訓練「これはテストです。」と放送されます。 

各家庭の戸別受信機と屋外スピーカーから訓練放送が流れ
ます。 

2月16日（日）は、家庭の日です。 
心豊かな明るい家庭づくりを
しましょう。 

【今月のテーマ】 
家族みんなで、寒さに負けない
体力づくりに努めましょう。 

第3日曜日は家庭の日 
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お　知　ら　せ 

町からのお知らせ 

＜営業所＞ 岐阜・羽島・名古屋・四日市 

消火器･防災用品･消防設備点検･施工 

〒501－6065 岐阜県羽島郡笠松町門間928－2
TEL：058－388－0607(代)　 0120－119－073

つ み き と え い ご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp
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